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工事の実施中における事後調査の項目および手法 

  本事業における工事の実施中の事後調査の項目および手法は，表－１に示すとおりである。 また，調査地点は，図－１，図－２に示すとおりである。  表－１ 工事の実施中における事後調査の項目及び手法等 項  目 地 点 数 及 び 調 査 方 法 騒 音 騒音 港湾整備事業既存監視点：３地点 調査頻度：工事の最盛期（１回／週），他の時期（１回／月） （平成 10年 環境庁告示第 64号） 水質（濁度） 港湾整備事業既存監視点： 基本監視点（５地点），対照点（２地点），補助監視点（５地点） 対象事業計画地追加調査：基本監視点（１地点） 調査頻度：浚渫・床堀施工時（１回／日），他の時期（１回／週） （水中濁度計） 水 質 水質（ＳＳ） 港湾整備事業既存監視点： 基本監視点（５地点），対照点（２地点），補助監視点（５地点） 対象事業計画地追加調査：基本監視点（１地点） 調査頻度：１回／週 (昭和 46 年 環境庁告示第 59号)  （備考）１ 騒音監視調査は，港湾整備事業において実施されている埋立計画地背後の周辺３地点を併用することとし，図―１に示すとおりとした。     ２ 水質監視調査は，港湾整備事業で実施されている地点を併用することを基本とし，事業計画地周辺の１地点を基本監視点として追加することとした。 基本監視点は施行区域上の地点，対照点は海域代表点，補助点は基本監視点で監視基準が満たされない場合の調査実施地点である。      ３ 平成 22 年度の水質監視調査地点は，別紙３の環境監視（水質）調査地点の考え方に基づき，図―２に示すとおりとした。  
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 図－１ 騒音環境監視地点位置図 
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 図－２ 水質環境監視地点位置図 
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